
　高知銀行グループでは、市場規律を踏まえた自己責任原則の下で経営の透明性を向上させるとともに、アカウンタ
ビリティーとディスクロージャーの強化によって、ステークホルダーとの円滑な関係を維持し、同時にコンプライア
ンスやリスク管理を徹底していくことで、一層強靭な経営体質を築くよう努めております。

取締役会
当行の取締役会は、2022年6月30日現在、取締役9名で構成しております。このうち3名が社外取締役です。

取締役会は、法定の決議事項に加え、重要な業務執行に関する事項につきましても、取締役会規程で定める付議基
準に基づき、報告を受け、協議を行い、または決議しております。また、取締役は、自らの責任において、業務の
健全性と適切性の確保に努めております。取締役会は、毎月1回以上開催することとしております。

経営会議
経営会議は、取締役会に次ぐ経営会議体として、業務執行の意思決定および経営の統制の適切性と円滑化の確保

を図ることを目的としております。経営会議は、代表取締役および経営統括部担当取締役のほか、取締役会が特に
定めた取締役および執行役員をもって構成しております。経営会議は、原則として毎月1回以上開催することとし
ております。

監査役会
当行は、監査役制度を採用しており、2022年6月30日現在の体制は、常勤2名、非常勤1名の計3名で、この

うち2名（常勤1名、非常勤1名）は社外監査役となっております。また、監査役の職務を補助するための専任スタッ
フを1名配置しております。また、当行の社外監査役は、当行のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当
行との間に特に利害関係はありません。監査役会は、原則として毎月1回開催することとしております。

指名報酬委員会
指名報酬委員会は、2022年6月30日現在、取締役4名（うち社外取締役3名）、社外監査役2名で構成しており

ます。指名報酬委員会は、取締役等の候補者等の指名および報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強
化することを目的としており、毎年1回以上開催することとしております。

会計監査人の氏名または名称
　当行が、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく財務諸表の監査を受けている監査人は有限責任あずさ
監査法人です。

当行の機関の内容 

コーポレート・ガバナンスの状況
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１. 取締役および職員等の職務の執行が法令および定
款に適合することを確保するための体制

（1） 取締役および職員等は、法令等の遵守は経営の最
重要課題であると明記した「コンプライアンス規
程」をはじめ、コンプライアンスに関する規程類
を遵守する。

（2） コンプライアンス委員会を設置し、コンプライア
ンス全般に関する事項について審議・決定し、取
締役会に定期的に報告もしくは付議する。

（3） コンプライアンスに関する統括部署としてコンプ
ライアンス統括部を設置し、各部店の部店長をコ
ンプライアンス責任者として、その下にコンプラ
イアンス担当者を配置したコンプライアンス体制
を構築する。

（4） 事業年度毎に「コンプライアンス・プログラム」を
取締役会において策定し、コンプライアンス統括
部は全体の進捗状況および評価等についてコンプ
ライアンス委員会および取締役会へ報告する。

（5） コンプライアンス研修を研修計画に織り込むとと
もに、各種研修の場においてもコンプライアンス
についての啓蒙時間を設ける。

（6） 不祥事故防止の観点から、人事ローテーションや
連続休暇制度等の職場離脱制度を実施する。

（7） 法令等違反による不祥事や各リスク顕現化の防止
および早期発見、自浄プロセスの機動性向上等の
ために「企業倫理ホットライン」を設け、この運
営を確保するために「内部通報制度実施規程」を
整備する。

（8） 財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に
係る内部統制」の基本方針を定め、同基本方針に
基づき財務報告の有効性を確保するための体制を
整備する。

（9） 監査部は各部店におけるコンプライアンスを含む内
部管理態勢等の有効性、適切性について監査する。

（10） 監査役は、取締役および職員等の法令等遵守体制、
リスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正
かつ適時に開示するための体制について、取締役
が適切に構築し運用しているかを監視・検証し、
必要に応じて改善を助言または勧告する。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理
に関する体制

（1） 職務の執行に係る文書は文書保存を定める行内規
程類に基づき、適切に管理する。

（2） 取締役の意思決定に係る文書については、各会議
体の規程に、それぞれの付議基準を明確に定める
とともに、議事録を作成し、適切に保存および管
理する。

（3） 内部情報の管理のための規程類を定め、経営統括
部が一元管理するとともに、関係各部と連携して
研修や臨店等で周知・徹底する。また、開示情報
も経営統括部が統括・管理を行う。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1） 信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレー

ショナル・リスクについてリスク管理方針を定め

リスクを統合的に管理する。
（2） リスク管理の統括部署を経営統括部とし、リスク

管理委員会を設置して各リスクを統合的に管理す
る。各リスクが顕現化し、頭取が経営に与える影
響が極めて重大で緊急な対応が必要と認めた場
合、対応する機関として対策本部を設置し、緊急
時の管理体制を敷く。

（3） 取締役会はリスクの適切かつ有効な内部管理態勢
の構築と運用を図るため、リスク管理に係る業務執
行を決定し、リスク管理に係る事項について付議ま
たは報告を受け、必要な意思決定と指示を行う。

（4） リスク管理プログラムならびに各種施策を取締役
会において決定し、各リスク管理態勢の機能状況
については担当取締役が取締役会に報告する。

（5） 事業年度毎に監査基本方針と監査計画を取締役会
で決定し、監査部はそれに基づき監査を実施する
とともに取締役会に監査の実施状況および結果に
ついて定期的に報告する。

（6） 自然災害、風評リスク、情報漏洩、システム停止
等の要因による緊急事態が及ぼす損失・影響を最
小限に抑えるとともに、事態の早期収拾を図るた
め、平時からの危機管理態勢を構築する。

（7） 地震の発生や病原菌感染の拡大等においても、継
続すべき重要業務等を定めた「業務継続計画」に
基づき、決済機能等を円滑に運行する体制を確保
する。

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制

（1） 取締役および職員等の職務の執行が効率的に行わ
れるよう、職務権限規程を制定し業務遂行におけ
る取締役、本部および営業店の各職位の権限と責
任を明確にする。

（2） 取締役会は経営会議やリスク管理委員会等の下位
会議体へ委任することで取締役が職務の執行を効
率的に行うことができるように、各会議体の権限
を明確にする。

（3） コンプライアンスに関する諸問題についてはコン
プライアンス委員会で審議したうえで、取締役会
に付議する。

５. 次に掲げる体制その他の当行および当行子会社か
ら成る企業集団（以下、「当行グループ」という。）
における業務の適正を確保するための体制

（1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当行
への報告に関する体制

 ・  関係会社管理規程にて子会社が当行に協議・報
告すべき事項を定め、業績や財務状況について
は毎月、その他業務執行に係る重要事項につい
ては随時報告を求めて、適切に管理する。

（2） 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制

 ・  リスク管理方針において当行グループのリスク
管理態勢を定め、統括部署を経営統括部とし、
グループ全体のリスクを統括的に管理する。

 ・  当行グループの平時からの危機管理態勢を構築

内部統制システムに関する基本的な考え方
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するため、危機管理規程を定めるとともに、当
行ならびに子会社各社で業務継続計画（BCP）
を定め、経営統括部が統括的に管理する。

（3） 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制

 ・  子会社においても、業務の決定および執行につ
いての相互監視が適切になされるよう、取締役
会と監査役を設置する。

 ・  関係会社管理規程や関係会社人事管理運用規
程・与信管理規程に基づき、子会社の業務執行
に際して適切な管理・指導を行う。

（4） 子会社の取締役等および職員等の職務の執行が法
令および定款に適合することを確保するための体制

 ・  子会社の「コンプライアンス・プログラム」策定
にも当行が関与し、進捗状況等については当行
取締役会で検証するとともに、当行監査部にお
いて子会社の法令等の遵守状況等について監査
する。

 ・  子会社においてもそれぞれコンプライアンスに
関する規則・マニュアルを制定し、責任者を配
置する。

６. 監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを
求めた場合における当該使用人に関する事項

（1） 監査役の職務を補助するため、監査役と協議のう
えで必要な人員を常時配置する。

７. 前号の職員の取締役からの独立性および当該職員
に対する指示の実効性の確保に関する事項

（1） 監査役の職務を補助する常勤者は、他部署の役職
員を兼務せず、監査役以外の者からの指揮命令を
受けない。

（2） 監査役の職務を補助する常勤者の任命および異動
については、あらかじめ監査役会の意見を聴取し、
これを尊重する。

（3） 監査役の職務を補助する常勤者の人事考課につい
ては、監査役会の同意を得る。

８. 次に掲げる体制その他の当行の監査役への報告に
関する体制

（1） 当行の取締役および職員等が監査役に報告をする
ための体制

 ・  当行の取締役および職員等は、職務の執行状況
等について、監査役から報告を求められた場合、
速やかに適切な報告を行う。

 ・  内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホッ
トライン」を用いて役職員が監査役に通報でき
る制度を定める。

 ・  法令等の違反行為、当行に著しい損害を及ぼす
恐れのある事実等を予知あるいは発見した場合
に監査役に報告する時期・方法等について明記
し、役職員に周知徹底する。

（2） 子会社の取締役・監査役および職員等またはこれ
らの者から報告を受けた者が当行の監査役に報告
をするための体制

 ・  子会社の役職員等は、職務の執行状況等につい
て、当行監査役から報告を求められた場合、速
やかに適切な報告を行う。

 ・  内部通報制度実施規程に基づく「企業倫理ホッ
トライン」を用いて子会社の役職員等が当行監
査役に通報できる制度を定める。

９. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

（1） 内部通報制度実施規程において、報告をした者が
当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受け
ないことを定める。

10. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払また
は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

（1） 監査役がその職務の執行について、当行に対して
費用の前払等の請求をしたときは、担当部署にお
いて審議のうえ、当該請求に係る費用または債務
が当該監査役の職務の執行に必要ないと認められ
た場合を除き、速やかに当該費用または債務を処
理する。

11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制

（1） 株主総会に提出する監査役選任議案については、
あらかじめ監査役会と協議を行い、決議する。

（2） 監査役が取締役会、経営会議、リスク管理委員会、
コンプライアンス委員会その他の重要な会議に出
席できることを各規程において明記する。

（3） 監査部監査で得た情報については必要に応じて監
査役に提供し、その円滑な職務の遂行に協力する
旨を監査規程に定める。

（4） 代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会
社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状
況、監査上の重要課題等について意見交換をする。

（5） 監査役は必要に応じ、内部監査部門等に対して調
査を求めることができる。

（6） 監査役および監査役会が会計監査人と定期的に会
合を持つなど緊密な連携を保ち、積極的に意見お
よび情報の交換を行い、効率的な監査を実施する
体制を確保する。

12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および
体制

 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力から
の不当要求は断固として拒絶する。

（1） 反社会的勢力対応の統括部署をコンプライアンス
統括部とし、各部店の部店長を不当要求防止の責
任者とする。新聞報道や営業店等からの反社会的
勢力に関する情報は、当行グループで共有し、統
括部署で一元管理する。

（2） 「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を制定
し、反社会的勢力による被害の防止と関係遮断に
向けた取組みを推進する。

（3） 反社会的勢力への対応にあたっては、弁護士、管
轄警察署、暴力追放運動推進センターと連携する。
また、各地の公安委員会が開催する｢不当要求防
止責任者講習｣を積極的に受講する。
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